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別表（要綱第３条第４項）
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　・非参加要請者に理由を付して通知

日**

5 以

20 15 20 2 日内

日 日 日 日

以 以 以

内 内 内

* * *

15 15 15 プロポーザル選定委員会

日 日 日 →

・標準型及び公募型の場合、

以 以 以 ←

　ヒアリングの実施

内 内 内

・技術提案書の審査、評価

* * *

・受託者の特定に関する審議

5

　・非特定者には理由を付して通知

日**

5 以

日内

※　公募型及び標準型において、この手続きにより行うことが困難な場合は、別に定めて行うことが出来る。

*　適宜短縮可能

**　国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝日法による休日」という。）

　及び１２月３１日から翌年の１月５日までの日（祝日法による休日を除く）を含まない。

標準的日数

要綱第９条第５項

契約の締結

審査結果の通知

理由の説明要求

要綱第９条第３項

理由の説明要求に係わる回答

技術提案書の提出期限



要綱第８条第１項

理由の説明要求

要綱第６条第１項

理由の説明要求に係わる回答

要綱第９条第１項

要綱第６条第３項

意思確認

要綱第７条第１項

提出意思確認

書の提出期限

事務の依頼

標

準

型

簡

易

型

公

募

型



説明書の配布

要綱第４条第１項

参加表明書の提出期限



10

日

（標準型）（簡易型）



手続開始の公示

要綱第５条

要綱第４条第１項

事務の依頼

（公募型）

プロポーザル方式の手続き



プロポーザル委員会

・技術提案者等の選考に関

する審議

事務の依頼

要綱第５条



説明会

審議結果の通知

提出要請書の送付



・プロポーザル委員会


